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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 7 年 1 月 2 7 日 ( 2 0 2 5 . 1 . 2 7 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ベ タ メ タ ゾ ン 吉 草 酸 エ ス テ ル 、 親 油 性 基 剤 、 Ｈ Ｌ Ｂ ５ ． ０ 以 下 の 非 イ オ ン 性 界 面 活 性 剤  
、 及 び ク ロ タ ミ ト ン を 含 有 す る 軟 膏 剤 組 成 物 ；
  但 し 、 ベ タ メ タ ゾ ン 吉 草 酸 エ ス テ ル 、 ジ フ ェ ン ヒ ド ラ ミ ン 又 は そ の 塩 、 ジ ブ チ ル ヒ ド ロ  
キ シ ト ル エ ン 、 及 び メ ン ト ー ル を 含 有 す る 軟 膏 剤 組 成 物 を 除 く 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 親 油 性 基 剤 が 、 ワ セ リ ン 、 パ ラ フ ィ ン 、 プ ラ ス チ ベ ー ス 、 ラ ノ リ ン 、 及 び ミ ツ ロ ウ  
か ら な る 群 よ り 選 択 さ れ る 少 な く と も １ 種 で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 す る 軟 膏 剤 組 成 物 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 非 イ オ ン 性 界 面 活 性 剤 が ソ ル ビ タ ン 脂 肪 酸 エ ス テ ル 、 及 び グ リ セ リ ン 脂 肪 酸 エ ス テ  
ル か ら か ら な る 群 よ り 選 択 さ れ る 少 な く と も １ 種 で あ る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 す る 軟 膏  
剤 組 成 物 。
【 請 求 項 ４ 】
　 ベ タ メ タ ゾ ン 吉 草 酸 エ ス テ ル 、 親 油 性 基 剤 、 及 び Ｈ Ｌ Ｂ ５ ． ０ 以 下 の 非 イ オ ン 性 界 面 活  
性 剤 を 下 記 の 割 合 で 含 有 す る 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 す る 軟 膏 剤 組 成 物 ：
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ベ タ メ タ ゾ ン 吉 草 酸 エ ス テ ル ： ０ ． ０ ０ ０ ２ ～ １ ０ 質 量 ％ 、
親 油 性 基 剤 ： １ ０ ～ ９ ９ ． ７ ９ 質 量 ％ 、
Ｈ Ｌ Ｂ ５ ． ０ 以 下 の 非 イ オ ン 性 界 面 活 性 剤 ： ０ ． １ ～ ２ ０ 質 量 ％ 。
【 請 求 項 ５ 】
　 ク ロ タ ミ ト ン の 含 有 割 合 が ０ ． １ ～ ２ ０ 質 量 ％ で あ る 、 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か 一 項 に  
記 載 す る 軟 膏 剤 組 成 物 。
【 請 求 項 ６ 】
　 ブ リ ー デ ィ ン グ が 抑 制 さ れ て な る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 項 に 記  
載 す る 軟 膏 剤 組 成 物 。
【 請 求 項 ７ 】
  軟 膏 剤 組 成 物 中 の ク ロ タ ミ ト ン の 偏 析 が 抑 制 さ れ て な る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～  
６ の い ず れ か 一 項 に 記 載 す る 軟 膏 剤 組 成 物 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か 一 項 に 記 載 す る 軟 膏 剤 組 成 物 が チ ュ ー ブ 容 器 に 充 填 さ れ て な る  
軟 膏 剤 製 剤 。
【 請 求 項 ９ 】
　 親 油 性 基 剤 、 並 び に 有 効 成 分 と し て ベ タ メ タ ゾ ン 吉 草 酸 エ ス テ ル と ク ロ タ ミ ト ン を 含 有  
す る 軟 膏 剤 組 成 物 の 製 剤 安 定 性 を 向 上 す る 方 法 で あ っ て 、 前 記 軟 膏 剤 組 成 物 中 に Ｈ Ｌ Ｂ ５  
． ０ 以 下 の 非 イ オ ン 性 界 面 活 性 剤 を 共 存 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 、 前 記 製 剤 安 定 性 向 上 方  
法 ；
  但 し 、 前 記 軟 膏 剤 組 成 物 か ら 、 ベ タ メ タ ゾ ン 吉 草 酸 エ ス テ ル 、 ジ フ ェ ン ヒ ド ラ ミ ン 又 は  
そ の 塩 、 ジ ブ チ ル ヒ ド ロ キ シ ト ル エ ン 、 及 び メ ン ト ー ル を 含 有 す る 軟 膏 剤 組 成 物 を 除 く 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 製 剤 安 定 性 向 上 が 、 軟 膏 剤 組 成 物 の ブ リ ー デ ィ ン グ の 抑 制 、 及 び ／ 又 は 、 軟 膏 剤 組  
成 物 の 有 効 成 分 の 偏 析 抑 制 で あ る 、 請 求 項 ９ に 記 載 す る 製 剤 安 定 性 向 上 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 親 油 性 基 剤 が 、 ワ セ リ ン 、 パ ラ フ ィ ン 、 プ ラ ス チ ベ ー ス 、 ラ ノ リ ン 、 及 び ミ ツ ロ ウ  
か ら な る 群 よ り 選 択 さ れ る 少 な く と も １ 種 で あ る 、 請 求 項 ９ ま た は １ ０ に 記 載 す る 製 剤 安  
定 性 向 上 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 非 イ オ ン 性 界 面 活 性 剤 が ソ ル ビ タ ン 脂 肪 酸 エ ス テ ル 、 及 び グ リ セ リ ン 脂 肪 酸 エ ス テ  
ル か ら か ら な る 群 よ り 選 択 さ れ る 少 な く と も １ 種 で あ る 、 請 求 項 ９ ～ １ １ の い ず れ か 一 項  
に 記 載 す る 製 剤 安 定 性 向 上 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 ベ タ メ タ ゾ ン 吉 草 酸 エ ス テ ル 、 親 油 性 基 剤 、 及 び Ｈ Ｌ Ｂ ５ ． ０ 以 下 の 非 イ オ ン 性 界 面 活  
性 剤 を 下 記 の 割 合 で 含 有 す る 、 請 求 項 ９ ～ １ ２ の い ず れ か 一 項 に 記 載 す る 製 剤 安 定 性 向 上  
方 法 ：
ベ タ メ タ ゾ ン 吉 草 酸 エ ス テ ル ： ０ ． ０ ０ ０ ２ ～ １ ０ 質 量 ％ 、
親 油 性 基 剤 ： １ ０ ～ ９ ９ ． ７ ９ 質 量 ％ 、
Ｈ Ｌ Ｂ ５ ． ０ 以 下 の 非 イ オ ン 性 界 面 活 性 剤 ： ０ ． １ ～ ２ ０ 質 量 ％ 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 ク ロ タ ミ ト ン の 含 有 割 合 が ０ ． １ ～ ２ ０ 質 量 ％ で あ る 、 請 求 項 ９ ～ １ ３ の い ず れ か 一 項  
に 記 載 す る 製 剤 安 定 性 向 上 方 法 。
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